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第１３期東京都住宅防火対策推進協議会報告書 

  

協議テーマ 

「迅速な火災通報制度による被害の低減について」 

 

 

第１章 テーマと設定背景 

近年の住宅火災の状況を見ると、住宅火災による死者の約７割が高齢者であり、これま

でも様々な火災予防対策を検討し推進してきた。住宅用火災警報器（以下「住警器」とい

う。）の普及率も高まり、早い発見による被害低減が確認されている。一方で、住宅火災

による死者発生時の状況に目を向けると、約３割が就寝中であり、早い発見、通報が困難

な状況であったと推測される。このことから、早い発見を早い通報につなげるための検討

が必要となっている。 

これらの背景から、「迅速な火災通報制度による被害低減」をテーマとして検討するこ

ととした。 

１ 検討体制 

東京消防庁防災安全業務に関する規程（平成２７年９月東京消防庁訓令第４５号）第

３１条により、次のとおり設置した。 

⑴ 名  称：第１３期東京都住宅防火対策推進協議会 

⑵ 設置期間：平成２８年９月２１日から平成２９年３月３１日まで 

⑶ 会  議：第１回協議会     平成２８年 ９月２１日（水） 

第２回協議会     平成２８年１２月１６日（金） 

第３回協議会     平成２９年 ２月２２日（水） 
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⑷ 委員：次のとおり 

第１３期東京都住宅防火対策推進協議会委員名簿 

（会長・委員５０音順） 

 氏   名 職名等 

会長 関澤 愛 東京理科大学大学院 国際火災科学研究科 教授 

委員 池上 三喜子 公益財団法人市民防災研究所 理事 

委員 

磯谷 泰江 
東京都民生児童委員連合会 常任協議員 

平成 28年 9月 21日～平成 29年 2月 21日 

松尾 光惠 
東京都民生児童委員連合会 常任協議員 

平成 29年 2月 22日～平成 29年 3月 31日 

委員 市古 太郎 首都大学東京 都市環境科学研究科 准教授 

委員 小川 勉 
一般社団法人 東京防災設備保守協会 

保守営業部 営業企画担当部長 

委員 尾作 理恵 町田防火女性の会 会長 

委員 

門倉 徹 
東京消防庁 参事兼防災部防災安全課長 

平成 28年 9月 21日～平成 28年 9月 30日 

岡本 透 
東京消防庁 参事兼防災部防災安全課長 

平成 28年 10月 1日～平成 29年 3月 31日 

委員 川上 克巳 一般社団法人 日本火災報知機工業会 専務理事 

委員 坂田 早苗 東京都福祉保健局 高齢社会対策部  在宅支援課長 

委員 鈴木 孝雄 
東京都町会連合会会長 

（全国自治会連合会副会長・板橋区町会連合会会長） 

委員 

関 政彦 
東京消防庁 防災部長 

平成 28年 9月 21日～平成 28年 9月 30日 

鈴木 浩永 
東京消防庁 防災部長 

平成 28年 10月 1日～平成 29年 3月 31日 

委員 髙宮 恭一 東京消防庁 防災部副参事 （地域防災担当） 

委員 竹内 則夫 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 地域福祉部長 

委員 土屋 利秋 株式会社 アール・エス・シー 常務取締役 

委員 

戸谷 彰宏 
東京消防庁 予防部防火管理課長 

平成 28年 9月 21日～平成 28年 9月 30日 

沖 裕二 
東京消防庁 予防部防火管理課長 

平成 28年 10月 1日～平成 29年 3月 31日 

委員 西脇 誠一郎 東京都福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課長 

委員 濱谷 規夫 一般社団法人 電気通信事業者協会 企画部長 

委員 平田 京子 日本女子大学 家政学部 住居学科 教授 

委員 細山 克昭 清瀬市 健康福祉部 高齢支援課長 

委員 油井 教子 江東区 福祉部 介護保険課長 
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２ 現在の火災状況について 

⑴ 過去１０年間の住宅火災件数等の推移 

過去１０年間の総火災件数に占める住宅火災の件数をみると、火災件数は減少傾向

であるが、建物から出火した火災の中で、住宅火災件数は約６割と高い割合を占めて

いる。（図１参照） 

 

図１ 過去１０年間の住宅火災件数の推移 

 ⑵ 住宅火災による死者数の推移等 

過去１０年間の火災の死者数と住宅火災の死者数を比較すると、いずれも年によっ

て増減はあるものの、全体的にゆるやかな減少傾向であるが、住宅火災の死者に占め

る高齢者の死者は７割以上と非常に高い割合となっている。（図２、３参照） 

 

図２ 過去１０年間の住宅火災による死者数の数等の推移  

（人） 

（件） 
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図３ 最近５年間の住宅火災による死者数と高齢者の割合 

 

３ 住宅火災に対するこれまでの取組み 

 ⑴ 火災予防対策 

東京消防庁では、第１１期住宅防火対策推進協議会において、「恒常的な死者低減

を実現するための総合的住宅防火対策の推進について」検討し、従来の広い注意喚起

では限界があることを踏まえた、対象を絞り込んだ対策が必要であるとの提言を受

け、死者発生３大要因である、「たばこ」、「こんろ」、「ストーブ」火災に対象を絞っ

た火災予防対策を推進している。 

さらに、第１２期住宅防火対策推進協議会では、「住宅火災における高齢者の被害

低減対策について」検討し、住宅火災における死者の約７割を占める高齢者の被害を

低減するためには、高齢者が火災を起さないための環境作りに必要な支援を推進して

いく必要があると提言を受け、総合的な防火防災診断（※１）の充実強化を積極的に

推進している。 

 

※１ 総合的な防火防災診断 

東京消防庁が実施している要配慮者の安全対策の推進を図る取組で、消防職員と民生

児童委員、福祉関係者、電気・ガス事業者等が連携して、高齢者等の要配慮者世帯の自

宅を訪問し、住宅における火災、震災、家庭内事故の危険を診断するとともに、必要な

対策を講じる取組。  

（人） 
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 ⑵ 起きてしまった火災に対する被害低減対策 

「起きてしまった火災」に対する被害低減対策として、住警器の設置促進を行って

きた。 

住警器の設置義務化の背景としては、平成１５年に全国の住宅火災における死者数

が１，０００人を超え、このうち６５歳以上の高齢者が占める割合は約６割と高く、

今後の高齢化の進展とともにさらに増加することが懸念されたことにある。 

平成１６年には消防法が改正され、既存住宅を含めたすべての住宅を対象として住

警器の設置が義務付けられた。これを受け、各市町村においても火災予防条例を改正

し、平成２３年６月までに全国すべての市町村において住警器の設置が義務付けられ

ることとなった。 

東京都では平成２２年４月１日にすべての住宅に住警器が設置義務化（※２）とな

って以降、設置率は年々上昇傾向にあり、「平成２７年消防に関する世論調査」（※

４）における住警器等の設置率（※５）は、８７．３％と高い水準で住宅用火災警報

器の設置が進んでいる。（図４参照） 

 

※２ 住警器の設置根拠 

火災予防条例第５５条の５の４（住宅用火災警報器の設置等）では、住宅の関係者

は、規則（※３）で定める基準に従い、住宅用火災警報器を設置し、及び維持しなけれ

ばならないとしている。 

※３ 住警器の設置場所 

火災予防条例施行規則第１１条８（住宅用火災警報器の設置及び維持管理の基準）で

は、住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置することとしている。 

※４ 消防に関する世論調査 

都民の消防行政や防災に対する認識、日頃の防災体制の実態や消防行政に対する意見や

要望などを把握し、今後の消防行政施策立案の基礎知識とすることを目的とした調査で、

東京消防庁が毎年実施している。 

※５ 住警器等の設置率 

すべての居室、台所、階段に設置している住宅、一部のみに設置している住宅、消防

設備としての自動火災報知設備等の設置住宅を合計した割合。 
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図４ 過去１０年間の住警器等の設置率 

⑶ 住警器等の設置効果 

ア 住警器の奏功状況 

平成２７年中における住警器の奏功事例（※６）があった火災２５８件における

焼損程度別（※７）をみると、火災に至らなかった事例が１３３件(５１．６％)と

約５割以上を占めている。また、火災に至った事例についても、ぼやが１００件

（３８．８％）と約４割であり、住警器による火災の早期発見の効果が表れてい

る。（図５、６参照） 

 

※６ 奏功事例 

住警器の鳴動により、居住者等が火災または、火災発生危険に気づき、通報に至り

被害が低減されたもので、火災に至らなかったため消防機関へ通報する必要がなかっ

たものは集計されていない。よって、データ以上の奏功事例があると推測される。 

※７ 焼損程度 

火災における焼損の程度を区分したもので以下の４区分に区分される。 

全 焼：建物の７０％以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて

再使用できないものをいう。 

半 焼：建物の２０％以上７０％未満を焼損したものをいう。 

部分焼：全焼、半焼及びぼやに該当しないものをいう。 

ぼ や：建物の１０％未満を焼損したもので、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が１平

方メートル未満のもの、又は収容物のみを焼損したものをいう。 
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図５ 住宅火災件数と住警器奏功事例の推移 

 

図６ 焼損程度別奏功事例 

また、住警器の鳴動に気付いた人２５８人について見てみると、居住者以外が１３

９人、特に隣人からの通報が１２５人で、居住者を含めると２３７人となり、約９割

以上の事例が早期発見につながっており、住警器が設置されていなければ被害が大き

くなっていた可能性がある。（図７参照） 

  

（件） （件） 
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図７ 住警器の鳴動に気付いた人 

 

イ 住警器等設置別被害状況 

平成２７年中の住宅火災１，６７５件について住警器等を設置している住宅にお

ける火災１，２０８件と、設置していない住宅での火災４６７件を焼損床面積と損

害額で比較してみると、住宅火災１件当たりの平均焼損床面積は、住警器等設置住

宅においては、５．２㎡となっているのに対し、未設置住宅では１４．４㎡と約

２．７倍に、また、住宅火災１件あたりの平均損害額でも、住警器等設置住宅は約

９３万円であるのに対し、未設置住宅では約１９２万円であり、約２．１倍と未設

置住宅における被害が大きいことを示している。（図８、９参照） 

  
  図８ 住警器等設置有無別 

火災１件あたりの平均焼損床面積 

図９ 住警器等設置有無別 

火災１件あたりの平均損害額 

（万円） 
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次に、住宅火災による死者発生状況を住警器等の設置状況別にみると、住警器等

設置住宅での住宅火災１００件あたり３．１件の住宅火災で死者が発生しているの

に対し、住警器等未設置住宅では住宅火災１００件あたり６．６件の住宅火災で死

者が発生していることから、住警器等未設置住宅の方が住警器等設置住宅よりも約

２．１倍、死者が発生する可能性が高くなっている。（図１０参照） 

 

  
図１０ 住警器等設置状況別 100件あたりの死者発生件数 
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第２章 迅速な火災通報の必要性について 

前述のとおり、平成２２年４月にすべての住宅に住警器が設置義務化され、住警器等の

設置率（※１）は８７．３％と年々上昇傾向にある。その結果、調理中にその場を離れて

しまったことにより発生した火災危険に住警器の鳴動で早く気付くことができたり、隣人

等が住警器の鳴動に気付き早い１１９番通報につながったなど、早い発見による、住宅火

災に係る被害の低減が確認されている。 

しかし、全ての居室、台所、階段に住警器が設置されている住宅の割合は住宅全体の６

割台であり、一部のみ住警器を設置している住宅（※２）では、住警器設置居室以外での

火災発生について気付くのが遅れたり、居住者以外が住警器の鳴動に気付かない可能性が

ある。早い発見による更なる被害低減につなげるためには、引き続き、未設置住宅及び一

部設置の住宅に対しても、全ての居室、台所、階段への設置促進が必要である。 

一方で、住宅火災による死者の中には、「早い発見」ができていたのにもかかわらず、通

報の遅れにより亡くなってしまった方がいる可能性も考えられ、その対策についても検討

が必要である。 

 

※１ 住警器等の設置率 

５ページ（※５）参照 

※２ 一部のみ住警器を設置している住宅 

すべての居室・台所・階段には設置されていないが、１か所以上に設置されている住宅。 

 

１ 死者が発生した住宅火災における通報状況等 

最近１０年間の住宅火災の死者が発生した火災について、出火から覚知までの時間（※

３）を比較すると、死者が発生していない火災においては３分台が最も多いのに対し、死

者が発生した火災では、６分台が多い。（図１２参照） 

さらに、通報者別に見ると、死者が発生した火災では死者が発生していない火災と比

較して近隣者等からの通報の割合が多く、居住者等の割合が低くなっている。 

このことから、早期発見がなされたとしても、他の行動を優先したり、身体状況や生

活環境などの要因により通報が遅れた可能性があると考えられる。（図１３参照） 
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※３ 出火から覚知までの時間 

火災が発生した時間から消防機関が１１９番通報等により火災を覚知するまでの時間。 

 

 
 

図１２ 住宅火災死者発生別出火から覚知までの時間の比較（最近１０年間） 

 

 

図１３ 住宅火災における通報者の状況（最近１０年間） 

 

  

ｎ＝１４，０２４ ｎ＝４，８３８ ｎ＝７３５ 

ｎ＝１７，７２９（出火時間不明、出火時間から覚知時間までが２０時間を超えるものを除く） 
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２ 死者が発生した住宅火災の状況から見た「通報の遅れ」の可能性 

前述のとおり、死者が発生した住宅火災においては、他の行動を優先したり、身体状

況や生活環境などの要因による通報の遅れが考えられ、状況別に見た通報の遅れの主な

可能性は以下のとおりである。 

⑴ 住警器等設置状況から見た場合 

過去１０年間の住宅火災による死者発生時の住警器等設置状況をみると、全体の住

警器等の設置率は平成１８年と比較すると、６８ポイント高まり（図４参照）、その

結果、被害の低減が図られているものの、住警器等を設置している住宅における火災

の死者も発生している。（図１４参照） 

 

図１４ 住宅火災による死者発生時の住警器等設置状況（最近１０年間） 

住警器設置住宅で、住警器が鳴動していても通報が遅れた主な可能性として、鳴動

している住警器設置居室とは別の部屋にいたり、就寝中であったため住警器の鳴動に

気付くのが遅れたり、鳴動に気付いているものの初期消火を試みたなど他の行動を優

先したことにより、通報が遅れ被害の拡大につながった可能性が考えられる。 

⑵ 世帯別状況から見た場合 

最近５年間の住宅火災による死者３５８人の世帯別状況をみると、「高齢者の一人暮

らし」が１４３人と最も多く、高齢者以外の「一人暮らし」５０人と合わせると１９３

人と５割を超えている。（図１５参照） 
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図１５ 最近５年間の住宅火災による死者の世帯別状況 

「一人暮らし世帯」では、一人での対応となるため初期消火を実施していたなど、他

の行動を優先したことにより通報まで至らなかった可能性がある。 

さらに高齢者は、迅速な行動が困難な方も多いと思われるため、１１９番通報や避難

行動に遅れが生じ、被害が拡大した可能性が考えられる。 

⑶ 死者発生時の状況等から見た場合 

過去１０年間の住宅火災による死者発生時の状況を見ると、約３割が就寝中に発生

した火災で亡くなっている。（図１６参照） 

また、死者発生時の状況別に出火から覚知までの時間（※４）を比較すると、就寝

中だった場合の方が起床中だった場合よりも通報に時間を要している。（図１７参

照） 

さらに、最近４年間の就寝中であった住宅火災における死者発生時の消防隊到着時

の状況を見ると、８割以上が消防隊到着時には延焼拡大している。（図１８参照） 

就寝中の場合は、火災に気付くのが遅れたため、通報が遅れ、被害が拡大している

可能性がある。 

 

※４ 出火から覚知までの時間 

   １１ページ※３参照 
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３ 死者が発生した住宅火災の状況から見た迅速な火災通報の必要性 

死者が発生した住宅火災の通報状況をみると、死者が発生していない火災と比較して、

通報が遅れている。 

また、各状況からみると、「住警器の鳴動に気付くのが遅れた」、「通報の行動に至って

いない」ことにより通報が遅れ、死者の発生につながっている可能性があることから、

「早い発見」を「早い通報」につなげる仕組みが必要である。 

  

ｎ＝６９ 

図１６ 住宅火災における 

死者発生時状況（最近１０年間） 

図１７ 住宅火災による死者発生時状況別にみた 

出火から覚知までの時間の比較（最近１０年間） 

図１８ 住宅火災死者発生時状況で就寝中であった火災の 

消防隊到着時の状況（最近４年間） 
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第３章 住宅火災に対する通報に係る現状と課題 

１ 隣保共助体制の希薄化 

  現状 

早い通報により被害を低減するためには、火元居住者等による正確な１１９番通報が

行われること、また、火元居住者等による通報が困難であった場合は、火災の発生に気付

いた隣近所が協力し合い１１９番通報が行われるのが望ましい。 

しかし、近年、生活様式の変化などに伴い、町会や自治会の加入率が低下するなど、地

域の関係が希薄になっており、隣近所にどのような人が暮らしているか分からないなど、

協力体制の確保が困難になっている。 

課題 

近隣との付き合いが希薄になっていることから、火元居住者等が火災の発生に気付い

たとしても、助けを呼ぶのを躊躇してしまったり、近隣の方も隣近所の変化に気付かず、

通報が遅れた可能性がある。 

早い通報により被害を低減するためには、普段から近所との付き合いを密接にし、お

互いに顔の見える関係を築いていくことが必要である。 

２ 死者が発生した住宅火災の通報状況 

現状 

最近１０年間の住宅火災の死者が発生した火災について、出火から覚知までの時間（※

１）を比較すると、死者が発生した火災では、死者が発生していない火災よりも通報まで

に時間を要している。 

また、通報者別に見ると、死者が発生した火災では死者が発生していない火災と比較

して、火元居住者等からの通報の割合が低くなっている。 

課題 

住宅火災による死者の発生状況を見ると、住宅火災による死者全体の約７割が高齢者

で占められている。高齢者は迅速な行動が困難な方が多いと思われることから、火災発

生時には、１１９番通報や避難行動に遅れが生じる可能性が考えられる。 

また、一人暮らし世帯（高齢者の一人暮らしを含む）における住宅火災による死者の発

生状況についても、住宅火災による死者全体の５割を超えていることから、一人暮らし
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世帯（高齢者の一人暮らしを含む）では、火災発生時、一人での対応のため、初期消火を

実施していたなど、他の行動を優先したことから、通報が遅れた又は通報まで至らなか

った可能性が考えられる。 

３ 住警器の普及状況等 

  現状 

第２章でも述べたとおり、住警器等の設置率（※２）は、８７．３％と高い水準ではあ

るが、全ての居室、台所、階段に住警器が設置されている住宅の割合は住宅全体の６割台

にとどまっている。 

一方、現在は、火災発生時に１つの住警器が感知すると他の住警器も鳴動することで、

他の居室等にいても火災の発生にすぐ気付ける連動式住警器など、早い通報につながる

可能性のある付加機能が付いた機器も存在している。 

課題 

全ての居室、台所、階段に住警器が設置されている住宅を除く約４割の住警器未設置

住宅や、一部のみ住警器を設置している住宅（※３）では、全ての居室、台所、階段に設

置している住宅と比較して、居住者が火災発生に気付くのが遅れたり、居住者以外が住

警器の鳴動に気付く可能性が低くなる。 

また、現在、連動式住警器など付加機能が付いた住警器も多く存在しているが、これら

の機器等について知らない都民が多いのではないかと推測される。 

 

※１ 出火から覚知までの時間 

   １１ページ※３参照 

※２ 住警器等の設置率 

５ページ※５参照 

※３ 一部のみ住警器を設置している住宅 

１０ページ※２参照  
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４ 自動通報制度等 

  現状 

東京消防庁が現在運用している住宅火災に関する自動通報制度（※４）は、東京消防

庁に直接通報される「火災安全システム」のみである。この制度は、高齢者、障害者の

みを対象とし、火災信号を自動的に１１９番通報する制度である。（図１９参照） 

一方、警備会社等の民間事業者では火災信号の受信によって警備員等が現場に駆付け

る独自のサービスを行っているところもある（※５）。（図２０参照） 

課題 

「火災安全システム」は、利用条件である居住管理協力者（※７）の確保が困難にな

っていることなどから、利用者が減少している（※８）。 

このことから、警備会社等の民間事業者が独自で行っているサービスの活用や、Ｓ

ＮＳや携帯アプリなど様々な通信手段を利用した通報、さらに、区域を限定して、要

配慮者からの火災信号を一括して事業者等が受け、信号を受けた事業者等が、早期の

通報を行い、周囲の住民にも火災の発生を知らせることができるような仕組み作りな

ど、多様な通報手段による消防機関への早期通報を可能とする通報制度の検討が求め

られる。 

 

※４ 自動通報制度 

火災や救急などの事案の消防機関への通報を、自動的に、又は第三者が現場確認するこ

となしに行う制度で、この制度を利用するためには消防総監の承認を得る必要がある。 

※５ 民間事業者の火災信号駆けつけサービスのうち、高齢者等の要配慮者が利用する、民間緊

急通報システム（※６）に付随する火災センサーからの信号受信駆付けサービスに関しては、

平成２８年４月１日より、東京消防庁が示した判断基準により、早期通報が必要と判断した

場合、現場確認前の通報を認めている。 

※６ 民間緊急通報システム 

高齢者等の要配慮者が、急病等の時にペンダントを押すと、その信号を警備会社等の受信

センターが受信し、警備会社等が東京消防庁へ通報する自動通報制度。 

※７ 居住管理協力者 

常時連絡することが可能な者で、消防隊又は消防署等からの連絡後概ね３０分以内に現

場に到着し、居住管理ができるもの。 

※８ 平成２８年４月１日より居住管理協力者の設置要件を緩和し運用している。 
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図１９ 火災安全システムの通報の流れ 

 

 

図２０ 民間事業者が実施しているサービスの通報の流れ 

 

 

  

① 火災安全システム利用者宅の感知器が感知す

ると、専用通報機から東京消防庁へ直接１１９

番通報される。 

 

② 消防隊が現場へ出場するとともに、居住管理

協力者が現場へ向かう。 

① 感知器が感知すると、専用通報機から民間事業者

の受信センターへ通報される。 

② 民間事業者は、現場に近い待機所等へ連絡する。 

③ 現場派遣員は現場へ確認に向かう。 

④ 現場を確認し、火災であった場合は、１１９番通

報を行う。 

⑤ 消防隊が現場へ出場する。 

① 

② 

② 
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第４章 提言 

「早い発見から早い通報につなげるために・・・」 

平成２２年４月にすべての住宅に住警器が設置義務化されたことに伴い、住警器が普及

し、早い発見による住宅火災に係る被害の低減が確認されている。 

一方で、住警器が設置されていた住宅の火災においても死者が発生しているなど、早い

発見が可能であったのにもかかわらず、被害が拡大している状況も見られることから、早

い発見を早い通報につなげる仕組みが必要となっている。 

早い発見を早い通報につなげ、住宅火災に係る被害を低減するためには、隣保共助体制

の充実、住警器の設置促進や付加機能のついた住警器の都民への周知、さらには、通報制

度等の充実を図ることが望まれる。 

早い発見から、早い通報につなげるための提言を以下に示す。 

 

１ 都民への働きかけ 

⑴ 隣保共助体制の充実 

通報状況をみると、高齢者世帯や、一人暮らし世帯（高齢者の一人暮らしを含む）

などは、火災発生時に迅速な行動が困難であったり、初期消火など他の行動を優先し

たため、通報までに時間を要した可能性が考えられる。 

一方で、住警器の奏功事例として、住警器の鳴動に気付き、１１９番通報している

通報者の約半数が隣人等からの通報である。 

これらのことから、火災が発生した場合には、まずは大きな声を出して応援を呼び

掛け、声を聴いた近隣住民が１１９番通報したり、周囲に知らせるなど、隣近所によ

る応援が住宅火災に係る被害低減につながる。 

防火防災訓練等あらゆる機会を通じて、お互いに顔の見える地域の隣保共助体制の

重要性を更に周知していくことが望まれる。 

⑵ １１９番通報訓練等の推進 

早い通報を実現させるためには、まず、火災を発見した人や、近くに居合わせた人

がすぐに１１９番通報できることが重要である。そのためには、東京消防庁における

１１９番通報の仕組み、自宅電話の近くに自宅住所や目標物を記載したメモを備えて
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おくこと、携帯電話から正しく通報する方法など、それぞれが利用している通信手段

に応じた事前の備えや、適正な通報方法についてあらゆる機会を通じて周知し、早く

正確な通報につなげていくことが望まれる。 

また、防火防災訓練の参加人員も年々増加傾向にあり、初期消火訓練や、通報訓練

を経験したことがある都民も増え、都民の防火防災意識の向上につながっている。 

しかし、慣れによる訓練の形骸化などから、火災の発生に気付いても「誰かが通報

するだろう」といった思い込みによる通報の遅れも考えられる。 

訓練に際しては、初期消火訓練実施時に、火災を発見してから周囲に大きな声で火

災の発生を知らせることを指導しているが、周囲にいる参加者も訓練実施者の「火事

だ！」の声を聞いたらすぐに１１９番通報の模擬通報を行うなど、火災発生から通報

まで一連の流れを体験し、早い通報の重要性について再認識できるような実践的な訓

練をより推進することが望まれる。 

⑶ 住警器の設置促進 

住警器等の設置率は年々上昇傾向にあり、早い発見による住宅火災に係る被害の低

減が確認されているが、全ての居室、台所、階段に設置されている住宅の割合は住宅

全体の６割台にとどまっている。 

全ての居室、台所、階段に住警器が設置されている住宅を除く約４割の住警器未設

置住宅や一部設置住宅に対しては、引き続き全ての居室、台所、階段に住警器が設置

されるよう普及促進を図ることにより、早い発見による更なる被害低減が期待でき

る。 

さらに、全ての居室、台所、階段への設置促進の継続とあわせて、適正な維持管理

についても促進していく必要がある。 

また、火災発生時に１つの住警器が感知すると、他の住警器が鳴動することで他の

居室等にいても火災の発生にすぐ気付くことができる連動式住警器や、インターホン

と連動し火災発生時に屋外にも火災の発生を伝えることができる住警器など、付加機

能のある機器の特徴や性能等についてより広く都民に周知されることが望まれる。 
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２ 業界への働きかけ 

近年、通信技術等の進歩により、様々な通信機器の普及や機器の機能向上が日進月歩

で進んでいる。住警器についても、無線を活用した連動式住警器やインターホンと連動

した住警器など、付加機能がついた機器がすでに存在している。 

今後、住警器の鳴動を外部へ周知する機能やアプリ等を活用して関係者の携帯電話に

通知する機能など、火災の早期発見、早期通報につながる機器の開発について関係業界

に対し働きかけていくことが望まれる。 

 

３ 早い通報を実現させるための制度の検討 

現在、早い通報を実現させる一つの制度として高齢者、障害者を対象とする「火災安

全システム」が整備されているが、居住管理協力者の確保が困難になっていることなど

から利用者が減少傾向にある。 

一方、民間事業者が独自で行っているサービスなど、様々な形態のサービスが存在し

ている。 

さらに、近年、通信手段も発展し様々な場面で活用され、その技術は日々進歩してい

る。 

これらの状況に鑑み、早い通報を実現させるため、多様な通報手段による消防機関へ

の通報制度について検討されることが望まれる。 
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第１３期住宅防火対策推進協議会報告書概要

テーマ：迅速な火災通報制度による被害の低減について

背景
住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の普及率も高ま

り、早い発見による被害低減が確認されている。一方で、住宅火
災による死者発生時の状況に目を向けると、早い発見、通報が困
難な状況であったと推測される。このことから、早い発見を早い
通報につなげるための検討が必要となっている。

○ 死者が発生した住宅火災の状況から見た迅速な火災通報の必要性
住警器の設置率は８７．３％と年々上昇傾向にあり、早い発見による効

果は確認されているが、全ての居室、台所、階段に住警器が設置されてい
るのは住宅全体の６割台であり、早い発見による更なる被害低減につなげ
るためには、引き続き、普及促進が必要である。
一方で、死者が発生した住宅火災の通報状況をみると、近隣者等からの

通報の割合が多く、死者が発生していない火災と比較して出火から通報ま
で時間を要している。
また、就寝中であった住宅火災による死者の発生状況を見ると、消防隊

到着時に約８割の火災が延焼拡大しており、何らかの要因により通報が遅
れ、被害の拡大につながった可能性が考えられる。

・ 死者が発生した住宅火災の状況から見た「通報の遅れ」の可能性

状況をみると、「住警器の鳴動に気付くのが遅れた」、「通報
の行動に至っていない」ことにより通報が遅れ、死者の発生につ
ながっている可能性が考えられる。

⇒「早い発見」から「早い通報」につなげる取組みが必要

第２章 迅速な火災通報の必要性について

本人、家族により通報が行われ、万が一の場合は、隣近所が協力し合い通報が行われるのが望ましいが、
地域の関係が希薄になっているなど、協力体制の確保が困難になっている。

高齢者は迅速な行動が困難であることや、一人暮らし世帯（高齢者一人暮らし世帯を含む）は一人での
対応のため、火災に気付いても通報までに時間を要している可能性がある。

住警器の設置率は高まっているものの、全ての居室、台所、階段に住警器が設置されている住宅は全体
の６割台にとどまっている。
また、連動式住警器等の付加機能のついた住警器について知らない都民が多いのではないか。

住宅火災に関する自動通報制度は、「火災安全システム」のみである。本制度は高齢者、障害者のみを
対象とし、火災信号を直接１１９番通報するものであるが、利用条件である居住管理協力者の確保が困難
になっていることなどから、利用者が減少している。
このことから、警備会社等の民間事業者が、独自で行っている火災信号の受信駆付けサービスなどの活

用について検討が必要ではないか。

第１章 テーマと設定背景 第３章 住宅火災に対する通報に係る現状と課題

着目点 状況 考えられる主な可能性

住警器の設置
状況

住警器を設置していても
死者は発生している。

住警器の鳴動に気付くのが遅れた。
気付いているが他の行動を優先した。

世帯別状況
「一人暮らし」（高齢者
含む）が5割を超えてい
る。

一人での対応のため他の行動を優先し
通報まで至らなかった。

発生時の状況 約３割が就寝中であった。 就寝中で火災に気付くのが遅れた。

早い発見から早い通報につなげるために・・・

・ お互いに顔の見える隣保共助体制の充実
防火防災訓練等のあらゆる機会を通じて、お互いに顔の見える地域の隣保共助体制の重

要性を更に周知していくことが望まれる。

・ １１９番通報訓練等の推進
早い通報につなげるために、１１９番通報の仕組みや、それぞれの通信手段に応じた適

正な通報方法等について、あらゆる機会を通じて周知していくことが望まれる。
また、通報訓練の実施など、早い通報につなげる実践的な訓練の更なる推進も望まれる。

・ 住警器の設置促進
住警器の未設置住宅や、一部設置住宅に対し、引き続き全ての居室、台所、階段への設

置促進を図っていくとともに、適正な維持管理についても周知すべきである。
また、連動式住警器など付加機能のある機器の特徴や性能等についてより広く都民に周

知されることも望まれる。

住警器の鳴動を外部へ周知する機能やアプリ等を活用して関係者の携帯電話に通知する機
能など、早い発見、早い通報につながる新たな機器の開発について関係業界に働きかけてい
くことが望まれる。

早い通報を実現するため、多様な通報手段による消防機関への通報制度について検討する
ことが望まれる。

第４章 提言

１ 隣保共助体制の希薄化

２ 死者が発生した住宅火災の通報状況

３ 住警器の普及状況等

４ 自動通報制度等

１ 都民への働きかけ

２ 業界への働きかけ

３ 早い通報を実現するための制度の検討
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